※覚書のタイトル(「覚書」「合意書」「念書」等)は法的効力に影響しません。印紙税の要否も文書のタイトルではなく内容で判定される点にご注意ください。

[原契約名]に関する覚書
甲の正式名称と乙の正式名称とは、[YYYY年MM月DD日]付け「[原契約名]」(以下「原契約」という。)に関し、以下のとおり合意する。

第1条(目的)
本覚書は、原契約第[○]条に定める[変更対象事項]に関する取扱いを、次条のとおり変更することを目的とする。
第2条(変更内容)
原契約第[○]条の規定を、次のとおり変更する。
【変更前】
[原契約第○条の元の文言を正確に引用して記載]
【変更後】
[変更後の文言を正確に記載]
第3条(効力発生日)
本覚書は、[YYYY年MM月DD日]から効力を生じるものとする。
第4条(原契約の効力)
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。原契約の規定のうち、本覚書により変更されない部分は、引き続き有効に存続するものとする。
第5条(秘密保持)
甲および乙は、本覚書の内容および本覚書の締結に至る交渉過程で知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、原契約に秘密保持義務がある場合は、原契約の定めるところによる。
第6条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自己および自己の役員・従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当しないこと、およびこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
第7条(解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、本覚書を解除することができる。
1. 本覚書または原契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないとき
1. 第6条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
1. その他本覚書または原契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
第8条(合意管轄)
本覚書に関して生じた紛争については、原契約に定める合意管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。原契約に合意管轄の定めがない場合は、[東京地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(協議事項)
本覚書の解釈に疑義が生じた場合、または本覚書に定めのない事項が生じた場合、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
末尾署名欄
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(電子契約により締結する場合は、本項を「本覚書の成立を証するため、本書を電磁的記録として作成し、甲乙電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」に置き換えてください。)
[YYYY年MM月DD日]
(甲) 住所:[甲の住所] 名称:[甲の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印
(乙) 住所:[乙の住所] 名称:[乙の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印

別紙:新規合意確認型(原契約のない新規覚書)
新規の合意事項を覚書として残す場合は、前文以降を以下の構成に置き換えてご利用ください。

前文(新規合意確認型)
甲の正式名称と乙の正式名称とは、[合意の対象となる事項のテーマ]について、以下のとおり合意する。
第1条(目的)
本覚書は、甲乙間において、[合意事項の概要]に関し、両者の権利義務関係を確認することを目的とする。
第2条(合意内容)
甲および乙は、次の事項について合意する。
1. [合意事項1を具体的に記載]
1. [合意事項2を具体的に記載]
1. [合意事項3を具体的に記載]
第3条(効力発生日)
本覚書は、[YYYY年MM月DD日]から効力を生じるものとする。
第4条(有効期間)
本覚書の有効期間は、[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]までとする。
第5条以降
第5条(秘密保持)・第6条(反社会的勢力の排除)・第7条(解除)・第8条(合意管轄)・第9条(協議事項)は、既存契約変更型と同じ条文を使用できます。
末尾署名欄
既存契約変更型と同じ。

印紙税に関する注記
紙の覚書として締結する場合
印紙税の課税対象になるかどうかは、文書のタイトル(「覚書」「合意書」)ではなく、内容で判定されます。覚書という名称でも、内容が印紙税法別表第一の課税文書に該当すれば印紙が必要です。
代表的な課税対象覚書(2026年5月時点)
	覚書の内容
	該当文書
	印紙税額(目安)

	請負契約の契約金額を変更する覚書(増額)
	第2号文書
	増加額に応じて200円〜数十万円

	請負契約の契約金額を変更する覚書(減額)
	不課税となる場合あり(変更後金額の記載がない等)
	要確認

	継続的取引基本契約の重要事項変更
	第7号文書
	4,000円

	不動産売買契約の重要事項変更
	第1号文書
	増加額に応じて200円〜数十万円

	土地賃貸借契約の覚書
	第1号文書
	200円〜数十万円

	単なる事務的確認(担当者変更・連絡先変更等)
	不課税
	0円

	契約期間の延長のみ(請負契約等の重要事項変更を伴わない場合)
	不課税となる場合あり
	要確認


判断に迷う場合は、所轄税務署または税理士にご確認ください。
電子契約として締結する場合
電子契約は印紙税法上の「文書」に該当せず、印紙税は不要となります。たとえば継続的取引基本契約の重要事項変更覚書(本来4,000円の印紙税)を電子契約で締結すれば、その4,000円が完全に削減できます。
請負契約の金額変更覚書(増額)など、印紙税額が高額になる覚書ほど、電子契約締結のコスト削減効果が大きくなります。

テンプレート利用上の注意
· 本テンプレートは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
· 印紙税の判定は専門的な判断を要するため、迷う場合は所轄税務署または税理士にご確認ください。
· 電子契約として締結する場合、末尾署名欄の文言を電子契約用に置き換えてご利用ください。
· 原契約に既に同種の条項(秘密保持・反社条項・合意管轄等)がある場合、本覚書では重複記載を省略しても構いません。
· 覚書を複数回交わす場合、後の覚書では「[YYYY年MM月DD日]付け本覚書」のように既存覚書の特定も明示してください。
· 本テンプレートの利用により発生した一切の責任について、ムスビサインは負いかねます。最終的な内容確認は利用者の責任で行ってください。

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々1,980円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。
本テンプレートは2026年5月時点の法令・実務慣行に基づき作成しています。法令改正により内容が陳腐化する可能性があるため、最新版の確認をおすすめします。
